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朝霞市放課後児童クラブ指定管理者申請要項 

 

 朝霞市では、朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例及び朝霞市放課後児童クラブ設

置及び管理条例施行規則に定める朝霞市放課後児童クラブ（以下「児童クラブ」という。）

について、地方自治法第２４４条の２の規定により指定管理者に施設の管理を行わせるも

のとします。 

 なお、指定管理者の指定は、募集対象の各放課後児童クラブを一括して行います。 

 

１ 対象施設の概要 

（１）施設設置の目的 

   放課後等に保護者の就労等により家庭が常時留守となっている児童に対し、必要

な保育を行い、もって児童の健全な育成を図ること。 

（２）各放課後児童クラブの名称及び所在地並びに施設概要 

ア 泉水放課後児童クラブ（定員１２５人） 

    所 在 地  朝霞市泉水３－１６－１ 朝霞第五小学校校舎内 

    施 設 概 要  校舎内（平成１５年１０月開設、平成２２年４月建替） 

           延べ床面積 ３１５．１８９㎡（内保育室２６５．２８㎡） 

            ２階建（平成２０年１２月増築） 

            延べ床面積 １６８．６４㎡（内保育室 ９９．４０㎡） 

イ 本町放課後児童クラブ（定員１１５人） 

    所 在 地  朝霞市本町１－２５－１ 朝霞第六小学校敷地内 

    施 設 概 要  ２階建（平成４年１１月完成） 

           延べ床面積 １７４．６１㎡（内保育室１３７．２１㎡） 

           延べ床面積 １０８．０９㎡（内保育室８０．０２㎡） 

ウ 栄町放課後児童クラブ（定員１３５人） 

    所 在 地  朝霞市栄町５－１－５０ 朝霞第八小学校敷地内 

    施 設 概 要  平屋建（昭和５８年４月開設、平成１３年４月増築） 

延べ床面積 １１１．７９㎡（内保育室８２．１９㎡） 

           ２階建（平成２１年増築） 

           延べ床面積 ２２８．６６㎡（内保育室１４３．９１㎡） 

※待機児童解消等のため、市の要請に基づき、基準や安全に支障がない範囲で定員を

超えた受入（弾力的運用）を行っていただきます。なお、これに伴う人員配置や運

営経費の変動については、別途市と協議を行います。 

 （３）施設の直近の３年間の在籍児童数（単位：人）     各年度４月１日現在 

年度 
在籍児童数 

泉水 本町 栄町 

令８ 125 115 135 

令７ 124 113 132 

令６ 118 112 133 

 ※令和８年度は４月２次入所選考決定時点の見込み人数です。 
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２ 指定管理者の業務の範囲（詳細は仕様書のとおりとします。） 

指定管理者に代行させる業務（以下「指定管理業務」という。）の範囲は、次に掲げる

業務とし、使用料の強制徴収、不服申立てに対する決定、行政財産の目的外使用許可等、

法令により地方公共団体の長のみが行うことのできる権限を除きます。 

（１）保育の実施に関すること 

（２）施設及び設備の維持管理に関すること 

（３）安全管理に関すること 

（４）その他児童クラブの管理運営に関すること 

（５）その他市長が必要と認める管理業務に関すること 

 

３ 利用料金等に関する事項 

指定管理者が指定管理業務を行うために要する経費は、市から支払われる指定管理料

（以下「指定管理料」という。）を充てることとします。 

なお、指定管理料は、協議の上、予算の範囲内で年度ごとに協定書を定め、各年度と

も四半期ごとに前払いで支払います。 

また、指定管理者が実施する自主事業（延長保育等）の実施に係る費用は、指定管理

者が負担するものとし、利用料金については、指定管理者の収入として徴収することが

できます。料金設定にあたっては、近隣の類似事例等を勘案した適正な額とし、あらか

じめ市と協議の上、その承認を得るものとします。 

 

４ 指定期間 

  令和９年４月１日から令和１４年３月３１日までの５年間 

 

５ 申請者の資格等 

保育関係の運営に実績を有する法人その他の団体（以下「法人等」という。）であり、

次の全ての要件を満たす法人等であることとします。 

（１）指定期間中、安全かつ円滑に対象施設を管理運営できる法人等であることとしま

す。 

（２）申請者の資格は、次のとおりとします。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者に

該当しない者であること。 

イ 朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく指名停止期間中の者

でないこと。 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条又は民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）第２１条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立て

がなされた場合は、開始決定がなされていること。 

エ 国税及び地方税について滞納をしていない法人等であること。 

オ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定

する暴力団をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若し

くは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にある法
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人等でないこと。 

カ その他市長が必要と認める事項 

 

※共同事業体の構成員として応募する団体は、単独で、又は他の団体の構成員として二

重に応募することはできません。 

 

６ 提出書類 

申請に当たっては、以下の書類を市に提出してください。 

なお、市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

 

※共同事業体で申請する場合は、それぞれの法人等に関する書類を提出すること。 

 

（１）提出書類 

（Ⅰ）法人の場合 

ア 公の施設の指定管理者指定申請書（様式第 1号） 

イ 法人の定款及び登記事項証明書（申請日前３か月以内に取得したもの）又はこ 

れに準じる書類 

ウ 法人の決算関係書類（過去３か年分の事業報告書、財産目録、貸借対照表、資 

金収支計算書又はこれに準ずる書類） 

エ 法人の予算関係書類（直近１年分の事業計画書、資金収支計算書又はこれに準 

ずる書類） 

オ 法人の組織及び運営に関する事項を記載した書類（就業規則、経理規程、給与 

規程その他の法人等の諸規程類） 

カ 設立趣旨、事業内容のパンフレット等、法人の概要がわかるもの 

キ 法人税、法人都道府県民税、法人事業税、法人市町村民税（法人特別区民税）、 

消費税及び地方消費税の納税証明書（直近のもの）又は納税義務がない旨及びそ 

の理由を記載した申立書 

ク 役員の名簿及び履歴を記載した書類 

ケ 類似施設における業務実績を記載した書類（原則として、過去３年間を対象と 

して記載） 

コ 児童クラブの管理に関する事業計画書（様式第６号） 

・指定管理業務を行うに当たっての基本方針 

・管理執行体制（人員配置、雇用者数・業務の継続的・安定的な運営を図るた

めの職員の確保（児童クラブで勤務する職員の雇用を含む。）及び職員の研修

計画の考え方等） 

・年間の事業実施計画 

・サービスを向上するための方策 

・利用者等のニーズの把握及び実現策 

・利用者のトラブルの未然防止と対処方法 

・その他（地域との連携、他施設との連携等） 
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・個人に関する情報の取扱いについての基本方針（情報管理体制その他必要と

考える事項） 

・危機管理に対する方針について（防災、防犯、その他緊急時の対応等） 

・その他（特記事項 児童クラブの現状認識と将来展望等） 

サ 事業実施計画書（様式第７号） 

     ・令和９年度から令和１３年度までの５年間を年度別で事業ごと 

シ 児童クラブの管理運営に関する収支予算書（様式第８号） 

・指定管理業務を行うのに必要な額を見込みで算出すること 

・令和９年度から令和１３年度までの５年間を年度別に作成 

ス 事業実施予算書（様式第９号） 

・令和９年度から令和１３年度までの５年間を年度別に事業ごとに作成 

セ 申請者の資格に関する誓約書（様式第１０号） 

ソ 放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体的な運営や連携に係る提案書 

・片面１０枚以内とし、様式は自由とする 

   タ 放課後子ども教室運営業務委託設計額（見積り） 

 

  （Ⅱ）法人以外の団体の場合 

ア 公の施設の指定管理者指定申請書（様式第 1号） 

イ 団体の設立を定めた規約その他これらに類する書類 

ウ 団体の決算関係書類（過去３か年分の事業報告書、財産目録、貸借対照表、資 

金収支計算書又はこれに準ずる書類） 

エ 団体の予算関係書類（直近１年分の事業計画書、資金収支計算書又はこれに準 

ずる書類） 

オ 団体の組織及び運営に関する事項を記載した書類（就業規則、経理規程、給与 

規程その他の法人等の諸規程類） 

カ 設立趣旨、事業内容のパンフレット等、団体の概要がわかるもの 

キ 役員の名簿及び履歴を記載した書類 

ク 類似施設における業務実績を記載した書類（原則として、過去３年間を対象と 

して記載） 

ケ 児童クラブの管理に関する事業計画書（様式第６号） 

・指定管理業務を行うに当たっての基本方針 

・管理執行体制（人員配置、雇用者数・業務の継続的・安定的な運営を図るた

めの職員の確保（児童クラブで勤務する職員の雇用を含む。）及び職員の研修

計画の考え方等） 

・年間の事業実施計画 

・サービスを向上するための方策 

・利用者等のニーズの把握及び実現策 

・利用者のトラブルの未然防止と対処方法 

・その他（地域との連携、他施設との連携等） 

・個人に関する情報の取扱いについての基本方針（情報管理体制その他必要と
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考える事項） 

・危機管理に対する方針について（防災、防犯、その他緊急時の対応等） 

・その他（特記事項 児童クラブの現状認識と将来展望等） 

コ 事業実施計画書（様式第７号） 

     ・令和９年度から令和１３年度までの５年間を年度別で事業ごと 

サ 児童クラブの管理運営に関する収支予算書（様式第８号） 

・指定管理業務を行うのに必要な額を見込みで算出すること 

・令和９年度から令和１３年度までの５年間を年度別に作成 

シ 事業実施予算書（様式第９号） 

・令和９年度から令和１３年度までの５年間を年度別に事業ごとに作成 

ス 申請者の資格に関する誓約書（様式第１０号） 

セ 放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体的な運営や連携に係る提案書 

・片面１０枚以内とし、様式は自由とする 

   ソ 放課後子ども教室運営業務委託設計額（見積り） 

 

  （Ⅲ）共同事業体での申請の場合 

    上記（Ⅰ）又は（Ⅱ）の他に、委任状及び共同事業体協定書を提出してください

（様式指定）。 

 

（２）提出部数 

（Ⅰ）法人の場合 

正本 １ 部 上記ア～タ 

副本１０部 上記ア、コ、サ、シ、ス 

 

（Ⅱ）法人以外の団体の場合 

正本 １ 部 上記ア～ソ 

副本１０部 上記ア、ケ、コ、サ、シ 

 

 （３）提出方法 

ア 期間 令和８年４月１７日（金）から２１日（火）まで 

イ 時間 上記アの期間中、土日祝を除く午前９時から午後５時まで 

ウ 場所 朝霞市役所こども未来課まで持参してください。 

 

７ 質疑・回答 

（１）質疑（別紙様式１） 

令和８年４月２日（木）午前９時から４月７日（火）午後５時までの期間に電子  

メールを送信してください。 

（２）回答 

令和８年４月１３日（月）午後５時までに電子メールで回答します。 

（３）メール送信後及びメール受取後は、こども未来課まで電話連絡をお願いします。 
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８ 申請に際しての留意点 

（１）提出書類は、原則Ａ４版とし、縦型左綴じで提出してください。 

（２）接触の禁止 

本件業務に従事する市職員等に対し、本件申請についての接触を禁じます。接触

の事実が認められた場合は、失格になることがあります。 

（３）申請内容の変更禁止 

申請については、一申請につき一提案に限り、原則として、提出された書類の内 

容を変更することはできません。 

（４）虚偽の記載をした場合の取扱い 

    申請書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

（５）費用負担 

   申請に関して必要となる費用は、申請者の負担とします。 

（６）著作権の帰属等 

事業計画書等の著作権は、申請者に帰属します。ただし、市は、指定管理者の決

定の公表等必要な場合には、事業計画書等の内容を無償で利用できるものとします。 

なお、提出された書類は、理由の如何に関わらず返却はしません。 

（７）情報公開条例に基づく開示請求 

    提出された申請書類は、朝霞市情報公開条例に基づく開示請求の対象となります。 

（原則として、個人に関する情報や申請書者の正当な利益を害するおそれのある情報

を除く。） 

（８）資料の目的外利用の禁止 

市が提出した資料等は、申請に係る検討以外の目的で使用することを禁じます。

また、この検討の目的の範囲内であっても、市の承諾を得ることなく、第三者に対

しこれを使用させ、又は内容を提示することを禁じます。 

（９）申請の辞退 

  申請書類を提出した後に辞退する場合には、書面により申し出てください。 

 

９ 指定管理者候補者の選定の基準及び方法 

（１）指定管理者の選定・指定方法 

審査は、朝霞市福祉部、健康部、こども部が設置する指定管理者選定委員会幹事

会において、提出された申請書類の審査とプロポーザル審査を行い、朝霞市指定管

理者選定委員会が評価結果の審査及び指定管理者候補者の選定を行います。その結

果を市長に建議し、朝霞市議会の議決を経て、文書で朝霞市長が指定します。 

なお、選定委員会及び同幹事会の会議は非公開とします。 

（２）指定管理者候補者選定の審査基準 

ア 事業計画書による公の施設の運営が、利用者の平等な利用が確保されるもので

あること 

イ 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮さ

せるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること 

ウ 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること 

（３）選定結果のお知らせ 

ア 結果は文書で通知します。 
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イ 正式に指定管理者として指定されるまでの間に、指定管理者の候補者に事故が

ある場合は、新たに指定管理者の候補者を選定する場合があります。 

 

１０ 指定管理者指定後の手続等 

（１）協定の手続 

業務内容に関する細目事項、指定管理に係る委託料に関する事項、管理の基準に

関する細目事項等について、指定管理者と市との間で協議の上、協定を締結するも

のとします。 

（２）引継ぎ、準備行為 

指定管理者は市と協議し、指定期間の始期から円滑に指定管理業務が実施できる 

よう、前指定管理者から事務を引継ぎ、必要な準備行為を行うものとします。 

    なお、引継ぎ及び準備行為に要する経費は、新たな指定管理者の負担とします。 

（３）その他 

指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を

取り消し、協定を締結しないことがあります。 

ア 指定管理者の経営状況の急激な悪化等により、指定管理業務の履行が確実でな 

いと認められるとき 

イ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認め 

られるとき 

 （４）再委託の禁止 

    指定管理業務の実施に当たり、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせる

ことは認められません。ただし、あらかじめ市の承認を受けた場合には、業務の一

部を第三者に委託し、又は請け負わせることができます。 

 

１１ （１）スケジュール 

申請要項等の配布 ３月２４日（火）から 

施設見学会（任意） ３月３１日（火） 

申請要項等に対する質問事項受付期間 ４月 ２日（木）～４月 ７日（火） 

質問事項の回答期限 ４月１３日（月） 

申請受付期間 ４月１７日（金）～４月２１日（火） 

申請書類に対する質問事項の質問期間 ４月２３日（木）～４月２７日（月） 

質問事項の回答期限 ５月 １日（金） 

プロポーザル審査 ５月上旬 

候補者選定通知 ５月中旬 

指定管理者の議決（市議会９月定例会） ９月下旬 

指定管理者の指定（告示） 市議会の議決後 

協定の締結 指定管理者の指定後 

 

（２）申請要項、仕様書等の配布 

（ア）配布期間 令和８年３月２４日（火） 午前９時から 

（イ）配布場所 朝霞市役所保育課窓口 
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（３）施設見学会（任意） 

（ア）開催日時 令和８年３月３１日（火）午後２時から１時間程度 

（イ）開催場所 市が指定する放課後児童クラブ 

（ウ）参 加 者 １団体につき２人まで 

（エ）申し込み 令和８年３月３０日（月）正午までに「１２ 問い合わせ先」へ 

電話 

（４）プロポーザル審査について 

 申請順に提出された申請書類の内容を基に総合的に審査します。プレゼンテー

ションは提出された申請書類を基に行わなければなりません。 

また、プレゼンテーションに必要なパソコン、プロジェクター、スクリーン等

の機器はすべて申請者が用意することとし、指定された時間に準備及び撤収作業

を含みます。 

 

１２ 問い合わせ先（機構改革に伴い、４月から担当部署が変更となる予定です。） 

 

 （令和８年３月３１日まで） 

朝霞市こども・健康部保育課 

〒３５１－８５０１ 朝霞市本町１－１－１ 

電話 ０４８－４６３―６７２０（ダイヤルイン） 

F A X ０４８－４６７－０７７０ 

   E-mail hoiku@city.asaka.lg.jp 

 

 （令和８年４月１日から） 

朝霞市こども部こども未来課 

〒３５１－８５０１ 朝霞市本町１－１－１ 

電話 ０４８－４６３―６７２０（ダイヤルイン） 

F A X ０４８－４６７－０７７０ 

   E-mail kodomo_mirai@city.asaka.lg.jp 


